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議案第２号

生瀬地区コミュニティ交通に係る事業計画の変更等について



生瀬地区コミュニティ交通に係る事業計画の変更等について 

 
1. 概要 

西宮市の生瀬地区を運行するコミュニティ交通である「ぐるっと生瀬」は、毎年、年始の１月

１日～１月３日を除く平日に運行することとしており、議案第１号「生瀬地区における地域内フ

ィーダー系統確保維持計画等について」にて、令和４年以降の５月３日～５月５日も運行日とす

ることについてご審議をいただいている所です。 

本議案は、この運行計画を更に変更し、令和３年に限り、祝日及び振替休日である７月２２

日、７月２３日、８月９日を運行日、平日である７月１９日、８月１１日、１０月１１日を運行

しない日とし（昨年末施行された東京オリンピック・パラリンピックに関連する法改正前に発行

されたカレンダーに示される平日と休日の区分により運行する）、併せて「地域内フィーダー系

統確保維持計画」を一部変更することについて、ご審議をお願いするものです。 

 

2. 経緯 

今年７月・８月に、東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定となっております

が、それに伴い法律が改正され、令和３年に限り、海の日は７月２２日、スポーツの日は７月２

３日、山の日は８月８日（日曜日のため、８月９日が振替休日）となります。これを受けて、運

営主体である「ぐるっと生瀬」運行協議会にて協議した結果、この祝日移動により、例年と異な

る特異な運行日程となり、地域住民に混乱が生じる可能性があること、また、７月２２日～７月

２５日が４連休となるため、当該期間中の生活移動手段の確保を図る必要があることから、本変

更を行うこととしたものです。 

 

3. 書面審議の内容 

以下の３点について、書面により審議をお願いいたします。 

（１）運行計画の変更を承認し、運行事業者である阪急タクシー株式会社にて国への手続きを行

うこと。 

（２）令和３年度事業の地域内フィーダー系統確保維持計画の変更、及び令和４年度事業の地域

内フィーダー系統確保維持計画を承認し、事務局にて国への提出手続きを進めること。 

（３）本計画書に記載している別表等の関係書類については、運行の日数やキロ程などの計算資

料となるため、事務局と阪急タクシー株式会社にて作成し、本計画書と併せて国に提出す

ること。 

  

 既に議案第１号において、運行計画の変更（令和４年以降の５月３日～５月５日の運行）及び

令和４年度事業の地域内フィーダー系統確保維持計画についてご審議いただいており、内容が

一部重複することとなり誠に申し訳ありません。お手数をおかけしますが、改めて本議案につい

てご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、両議案ともに承認された場合

は、本議案の内容を優先して各種手続きを行います。 
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■生瀬地区コミュニティ交通 事業の概要 

事業の名称 生瀬地区コミュニティ交通（「ぐるっと生瀬」） 

計画・ 

運営主体 

名 称 「ぐるっと生瀬」運行協議会 

所在地 兵庫県西宮市宝生ケ丘 1 丁目 24 番 10 号 

代表者 高橋 薫 

運行主体 

名 称 阪急タクシー株式会社 

所在地 大阪府豊中市服部南町 3 丁目 5 番 12 号 

代表者 大熊 淸司 

事業免許 道路運送法第 4 条 

運行形態 一般乗合旅客自動車運送事業 

運行開始 平成 27 年 10 月 1 日 

路  線 
宝塚駅を起終点とし、生瀬高台・宝生ケ丘・青葉台・花の峯・サーパスの 

５地区を循環 

車  両 
【常用】14 人乗り小型バス(コミューター) 1 台 

【予備】10 人乗りジャンボタクシー 1 台 

停 留 所 全 45 箇所 

運行系統 

①生瀬高台ルート（5.9km） 

②宝生ケ丘ルート（5.6km） 

③青葉台ルート（7.5km） 

④花の峯ルート（7.0km） 

⑤サーパス・花の峯ルート（8.9km） 

運行回数 

①②③は各６回/日、④は 4 回/日、⑤は２回/日 計 24 回/日 

※年始の 3 日間(1 月 1 日～1 月 3 日)を除く平日及び 5 月 3 日～5 月 5 日の 

午前 8 時台から午後７時台 

※令和３年に限り、祝日及び振替休日である７月 22 日、７月 23 日、８月 9 日

を運行日、平日である７月 19 日、８月 11 日、10 月 11 日を運行しない日

とする 

運  賃 

大人 300 円/乗車、小人 200 円/乗車 

※小学生未満は無料 

※連続する２ルート内に限り１乗車運賃で乗車可能（乗継割引） 

※回数券 3,000 円/冊（300 円券 11 枚綴り） 

※    ：今回、変更箇所 
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地域内フィーダー系統確保維持計画 

 

令和３年  月  日 

 西宮市都市交通会議 

※     ：今回、変更箇所 

 地域内フィーダー系統確保維持計画の名称 

  西宮市地域内フィーダー系統確保維持計画 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

西宮市は、市内に 23 の鉄道駅を有し、JR 東海道本線・福知山線、阪急神戸本線、阪神本線等が

運行され、また、この鉄道網を補完する形で、バス路線が市域全体に整備され、比較的公共交通機

関が充実し交通至便な都市である。 

  しかし、市内には最寄りの鉄道駅やバス停留所への移動が困難な地域が点在しており、その中で

生瀬地域は、山間部に位置していることから地形的勾配が急で、徒歩や自転車による移動が困難な

地域となっている。また、当該地域の高齢化率は 30.5％（令和 2 年 3 月 31 日現在）と高く、自家

用車による移動が困難な高齢者等に対する日常生活に最低限必要な移動手段の確保が喫緊の課題

となっている。また、当該地域の最寄り鉄道駅周辺には日常的な買物ができる小規模小売店が 1店

舗あるのみで、多くの住民が必要とする医療、福祉を含んだ生活サービス施設を利用するためには、

市外の鉄道駅まで移動する必要がある。 

  そこで、当該地域の住民は、最低限必要な移動手段の確保を地域の課題と捉え、コミュニティ交

通の導入により課題解決を図ることとし、地域住民により「ぐるっと生瀬」運行協議会を組織した。

その後、持続可能なコミュニティ交通の実現に向け、合意形成を図りながら、地域住民が主体とな

り運行計画を策定し、平成 27年 10 月 1日より本格運行を開始した。本格運行後は、定期的に運行

協議会と運行事業者等が集まり利便性の向上について検討しているほか、積極的な利用促進活動や

広報の結果、毎年利用者数を増やしている。 

  このように、地域住民が主体的に取り組む生活移動手段の確保を目的とした乗合交通について、

専門家、運行事業者及び行政等と協働のもと、引き続き地域公共交通の確保・維持を図ることとす

る。 

２．地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

  ○指標：一日当たり輸送人員   

事業年度 目標値 実績値 

４年目 令和元年度(H30.10.1～R1.9.30) 110 人以上 109.5 人 

５年目 令和 2年度(R1.10.1～R2.9.30) 120 人以上 87.9 人 

６年目 令和 3年度(R2.10.1～R3.9.30) 80 人以上 85.7 人 

（令和 3 年 5 月末現在） 

  ※５年目は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和２年３月頃から輸送人員が大幅に減少

している。 

※４年目は、平成 30年度事業における目標値（100 人以上）に、運行計画の変更による増便（１

日５便から６便へ）を考慮して設定。当初、６年目に一日当たり輸送人員 130 人以上とするこ

とを目標とし、地域住民主体の取組みによるコミュニティ交通の継続的な運行を目指すことと

していたが、新型コロナウイルス感染症の影響が今後も継続し、輸送人員が減少すると見込ま

れることから、目標値を変更する。 
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（２）事業の効果 

  コミュニティ交通の運行により、移動の負担が軽減され、外出意欲の増進に伴う移動制約者等の

社会参加を促進し、新たなコミュニティづくりと地域の活性化に寄与することが期待される。 

３．「２．」の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 ・定期的に運行協議会、運行事業者、専門家及び市が会議を行い、より利便性の高い運行計画の検

討や利用促進活動の企画等を実施し、利用者の増加を図る。 

・利用者層の拡大を図るため、地域行事と連携して、コミュニティ交通を利用してもらう機会を創

出する。そして、利用者定着のため、会報やホームページの充実、毎月駅前での広報活動、運行協

議会自らが作成したゆるキャラや生瀬音頭等による PRを継続して実施する。 

 ・地域と連携し、各種行事やイベントに参加し、地域の活性化に貢献するとともに、コミュニティ

交通の PR を行う。また、地元学校園の行事にも参加し、子ども達のコミュニティ交通への愛着を

図ると同時に、間接的に保護者へ PR を行う。 

 ・運行協議会メンバーの新規加入や研修の実施、自治会と緊密に連携することで組織を強化するな

どし、安定した運営を目指す。また、常時活動してくれる人だけでなく、単発のイベント等にも協

力してもらえるようなサポーターを募集し、協力者を増やす。 

 ・利用者や地域住民の意見を把握するよう努め、住民ニーズにあった運行や効果的な利用促進活動、

広報活動を検討する。 

 ・近隣でコミュニティ交通を運行している、又は導入を検討している地域等と交流を図り、意見交

換やノウハウの共有を行うことで、さらなる利用促進策の検討や地域全体の活性化を図る。 

 ・これらの事業を実施するにあたっては、「ぐるっと生瀬」運行協議会が主体となり、市や運行事

業者、専門家と協働して取り組む。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、実施方

法や規模等に十分配慮をしたうえで行うものとする。 

・コミュニティ交通運行中の感染症拡大防止対策として、車両設備の消毒や十分な換気、ビニール

遮断幕の設置、運転手のマスク着用などを実施する。 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

 ※予定している時刻・運行予定期間（令和３年度事業） 

  ・令和２年 10月１日から令和３年９月 30 日 

  ・年始の３日間（１月１日～１月３日）を除く平日及び５月３日～５月５日の午前８時台から午

後７時台 

   ただし、令和３年に限り、祝日及び振替休日である７月２２日、７月２３日、８月９日を運行

日、平日である７月１９日、８月１１日を運行しない日とする 

 ※運行事業者の決定の経緯 

  ・第１回有料試験運行にあたり、「ぐるっと生瀬」運行協議会による公募型プロポーザル方式にて

運行事業者を選定 

※地域内フィーダー系統の補足（要綱別表７のハ） 

  ・鉄道駅(JR 生瀬駅、JR・阪急宝塚駅)及び阪急バス株式会社が運行する路線のバス停留所に接続 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

  西宮市から運行事業者への補助金額については、運行経費から運行収入及び国庫補助金を差し引

いた差額分を負担することとしている。 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

阪急タクシー株式会社 

 



７．補助を受けようとする系統等に係る利用状況等の継続的な測定方法 

  【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

該当なし（補助対象事業者が活性化法法定協議会ではないため） 

８．地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組を行う場合であって、当該取組内容、実施主体、

定量的な効果目標、実施時期及びその他特記事項 

  【地域間幹線系統のみ】 

  該当なし（地域内フィーダー系統のため） 

９．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３回以上で

足りると認めた系統の概要 

  【地域間幹線系統のみ】 

  該当なし（地域内フィーダー系統のため） 

10．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整

備されている」と認めた市町村の一覧 

  【地域間幹線系統のみ】 

  該当なし（地域内フィーダー系統のため） 

11．外客来訪促進計画との整合性 

  【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

  該当なし（外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第５条に定める外

客来訪促進計画未策定のため） 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

  【地域内フィーダー系統のみ】 

  地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

  【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし（平成 27年に購入した車両に対する補助は令和２年度事業で終了） 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

  【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

  該当なし（平成 27 年に購入した車両に対する補助は令和２年度事業で終了） 

（２）事業の効果 

  該当なし（平成 27 年に購入した車両に対する補助は令和２年度事業で終了） 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者 

  【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

  該当なし（平成 27年に購入した車両に対する補助は令和２年度事業で終了） 

16．老朽車両の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の改善に係る計画 

  【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

17．協議会の開催状況と主な議論 

 

平成 26 年 1 月 21 日 

第１回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・コミュニティ交通検討に係る市の考え方を説明 

・第 1回有料試験運行※1の事業計画を報告 

平成 26 年 3 月 19 日 

第３回西宮市都市交通会議 
・第１回有料試験運行※1の途中経過を報告 

平成 26 年 9 月 19 日 

第２回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・第１回有料試験運行※1の結果を報告 

・第２回有料試験運行※2の事業計画を報告 



平成 27 年 3 月 27 日 

第５回西宮市都市交通会議 

 

・第２回有料試験運行※2の途中経過を報告 

平成 27 年 5 月 19 日 

第３回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・第２回有料試験運行※2の結果を報告 

・本格運行の事業計画に係る協議及び合意 

・地域内フィーダー系統確保維持計画（案）の報告 

平成 27 年 5 月 22 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・本格運行の事業計画について協議及び合意 

平成 27 年 6 月 9 日 

第４回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・平成 28 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

平成 27 年 8 月 3 日 

第５回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・本格運行の回数券に係る協議及び合意 

平成 27 年 8 月 20 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・本格運行の回数券に係る協議及び合意 

平成 28 年 2 月 1 日 

第７回西宮市都市交通会議 
・本格運行の途中経過を報告 

平成 28 年 5 月 25 日 

第６回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・事業計画の変更に係る合意 

・平成 29 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

平成 28 年 6 月 8 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・事業計画の変更に係る合意 

平成 28 年 12 月 20 日 

第７回西宮市都市交通会議 

地域公共交通会議 

・平成 28 年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

平成 29 年 1 月 11 日 

第８回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・平成 28 年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

平成 29 年 5 月 24 日 

第９回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・事業計画の変更に係る合意 

・平成 30 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

平成 29 年 6 月 14 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・事業計画の変更に係る合意 

平成 29 年 7 月 18 日 

第 10 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・平成 30 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更 

平成 29 年 12 月 25 日 

第 11 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・平成 29 年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

平成 30 年 6 月 1 日 

第 12 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・事業計画の変更に係る合意 

・平成 31 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

平成 30 年 6 月 5 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・事業計画の変更に係る合意 

平成 30 年 12 月 25 日 

第 13 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・平成 30 年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

令和元年 5月 20 日 

第 14 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・令和 2 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 



令和 2年 1月 10 日 

第 16 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・令和元年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

令和 2年 6月 23 日 

第 18 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・令和 3 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

令和 2年 7月 31 日 

第 19 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・事業計画の変更に係る合意 

令和 2年 9月 28 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・事業計画の変更に係る合意 

令和 3年 1月 7日 

第 20 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・令和 2 年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

令和 3年 3月 29 日 

第 22 回西宮市都市交通会議 

・事業計画の変更に係る合意 

・令和 3 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更 

令和 3年 4月 13 日 

宝塚市地域公共交通会議【書面】 
・事業計画の変更に係る合意 

令和 3年●月●日 

第 21 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・事業計画の変更に係る合意 

・令和 3 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更 

・令和 4 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

令和 3年●月●日 

宝塚市地域公共交通会議【書面】 
・事業計画の変更に係る合意 

※1 平成 26 年 3 月 3 日～31 日（平日 20 日間）第 1 回有料試験運行を実施 

※2 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27年 3月 31 日（平日 119 日間）第２回有料試験運行を実施 

18．利用者等の意見の反映状況 

運行計画及び利用促進策は、地域住民等より構成する「ぐるっと生瀬」運行協議会において、協

議を重ね合意形成を図った。また、住民向けのアンケートの実施や、運行事業者から「ぐるっと生

瀬」運行協議会へ日々の利用者の声を報告するなど、随時、情報共有を図っている。 

  



19．協議会メンバーの構成員 

西宮市都市交通会議委員（●：地域公共交通分科会委員） 

住民又は利用者代表 
● 

● 

公募委員（2 名） 

西宮コミュニティ協会 副理事長 

都市交通に関する有

識者 

● 

● 

● 

一般社団法人グローカル交流推進機構 理事長 

愛媛大学社会共創学部 教授 

有識者（コンサルタント） 

公共交通事業者又は

その指名する者 

 

 

 

● 

● 

● 

西日本旅客鉄道株式会社 企画課長 

阪急電鉄株式会社 交通プロジェクト推進部長 

阪神電気鉄道株式会社 工務部長 

阪急バス株式会社 営業企画部長 

阪神バス株式会社 経営企画部長 

みなと観光バス株式会社 代表取締役 

公共交通事業者関係

団体の職員又はその

指名する者 

● 

● 

● 

兵庫県交通運輸産業労働組合協議会 阪神地域協議会議長 

公益社団法人兵庫県バス協会 専務理事 

一般社団法人兵庫県タクシー協会 副会長 

道路管理者又はその

指名する者 

● 

● 

● 

国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所 計画課長 

兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所 道路第２課長 

西宮市土木局 道路部長 

公安委員会の長又は

その指名する者 

● 

● 

兵庫県西宮警察署 交通第一課長 

兵庫県甲子園警察署 交通課長 

地方運輸局長又はそ

の指名する者 
● 国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送部門 首席運輸企画専門官 

関係行政機関の職員 

 

 

● 

 

● 

国土交通省近畿運輸局交通政策部 交通企画課長 

国土交通省近畿地方整備局建政部 都市整備課長 

兵庫県県土整備部県土企画局 交通政策課長 

兵庫県県土整備部土木局道路街路課 街路担当参事 

兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所 所長補佐(企画調整担当) 

西宮市職員 ● 西宮市政策局 都市計画部長 

西宮市長  西宮市長 
 

 



地域内フィーダー系統確保維持計画 

 

令和３年  月  日 

 西宮市都市交通会議 

※     ：変更箇所（議案第１号）      ：変更箇所（議案第２号） 

 地域内フィーダー系統確保維持計画の名称 

  西宮市地域内フィーダー系統確保維持計画 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

西宮市は、市内に 23 の鉄道駅を有し、JR 東海道本線・福知山線、阪急神戸本線、阪神本線等が

運行され、また、この鉄道網を補完する形で、バス路線が市域全体に整備され、比較的公共交通機

関が充実し交通至便な都市である。 

  しかし、市内には最寄りの鉄道駅やバス停留所への移動が困難な地域が点在しており、その中で

生瀬地域は、山間部に位置していることから地形的勾配が急で、徒歩や自転車による移動が困難な

地域となっている。また、当該地域の高齢化率は 30.8％（令和 3 年 3 月 31 日現在）と高く、自家

用車による移動が困難な高齢者等に対する日常生活に最低限必要な移動手段の確保が喫緊の課題

となっている。また、当該地域の最寄り鉄道駅周辺には日常的な買物ができる小規模小売店が 1店

舗あるのみで、多くの住民が必要とする医療、福祉を含んだ生活サービス施設を利用するためには、

市外の鉄道駅まで移動する必要がある。 

  そこで、当該地域の住民は、最低限必要な移動手段の確保を地域の課題と捉え、コミュニティ交

通の導入により課題解決を図ることとし、地域住民により「ぐるっと生瀬」運行協議会を組織した。

その後、持続可能なコミュニティ交通の実現に向け、合意形成を図りながら、地域住民が主体とな

り運行計画を策定し、平成 27年 10 月 1日より本格運行を開始した。本格運行後は、定期的に運行

協議会と運行事業者等が集まり利便性の向上について検討しているほか、積極的な利用促進活動や

広報の結果、毎年利用者数を増やしている。 

  このように、地域住民が主体的に取り組む生活移動手段の確保を目的とした乗合交通について、

専門家、運行事業者及び行政等と協働のもと、引き続き地域公共交通の確保・維持を図ることとす

る。 

２．地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

  ○指標：一日当たり輸送人員   

事業年度 目標値 実績値 

７年目 令和 4年度(R3.10.1～R4.9.30) 100 人以上 － 

８年目 令和 5年度(R4.10.1～R5.9.30) 100 人以上 － 

９年目 令和 6年度(R5.10.1～R6.9.30) 100 人以上 － 

  ※参考：令和 2年度事業実績値…87.9 人 

令和 3年度事業（令和 3年 4 月末現在）実績値…87.8 人 

※現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、輸送人員が感染症流行前と比べて減少してい

る状態が続いている。今後もその影響が継続すると見込まれる一方、新型コロナウイルスに対

する知見が深まること、ワクチンの普及の効果などにより、ある程度輸送人員が回復すること

が想定されることから、令和 4年度～令和 6年度の目標値を設定。引き続き地域住民主体の取

組みにより、コミュニティ交通が持続可能なものとなることを目指す。 
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（２）事業の効果 

  コミュニティ交通の運行により、移動の負担が軽減され、外出意欲の増進に伴う移動制約者等の

社会参加を促進し、新たなコミュニティづくりと地域の活性化に寄与することが期待される。 

３．「２．」の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 ・定期的に運行協議会、運行事業者、専門家及び市が会議を行い、より利便性の高い運行計画の検

討や利用促進活動の企画等を実施し、利用者の増加を図る。 

・利用者層の拡大を図るため、地域行事と連携して、コミュニティ交通を利用してもらう機会を創

出する。そして、利用者定着のため、会報やホームページの充実、毎月駅前での広報活動、運行協

議会自らが作成したゆるキャラや生瀬音頭等による PRを継続して実施する。 

 ・地域と連携し、各種行事やイベントに参加し、地域の活性化に貢献するとともに、コミュニティ

交通の PR を行う。また、地元学校園の行事にも参加し、子ども達のコミュニティ交通への愛着を

図ると同時に、間接的に保護者へ PR を行う。 

 ・運行協議会メンバーの新規加入や研修の実施、自治会と緊密に連携することで組織を強化するな

どし、安定した運営を目指す。また、常時活動してくれる人だけでなく、単発のイベント等にも協

力してもらえるようなサポーターを募集し、協力者を増やす。 

 ・利用者や地域住民の意見を把握するよう努め、住民ニーズにあった運行や効果的な利用促進活動、

広報活動を検討する。 

 ・近隣でコミュニティ交通を運行している、又は導入を検討している地域等と交流を図り、意見交

換やノウハウの共有を行うことで、さらなる利用促進策の検討や地域全体の活性化を図る。 

 ・これらの事業を実施するにあたっては、「ぐるっと生瀬」運行協議会が主体となり、市や運行事

業者、専門家と協働して取り組む。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、実施方

法や規模等に十分配慮をしたうえで行うものとする。 

・コミュニティ交通運行中の感染症拡大防止対策として、車両設備の消毒や十分な換気、ビニール

遮断幕の設置、運転手のマスク着用などを実施する。 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

 ※予定している時刻・運行予定期間（令和４年度事業） 

  ・令和３年 10月１日から令和４年９月 30 日 

  ・年始の３日間（１月１日～１月３日）を除く平日及び５月３日～５月５日の午前８時台から午

後７時台 

   ただし、令和３年に限り、平日である１０月１１日を運行しない日とする 

 ※運行事業者の決定の経緯 

  ・第１回有料試験運行にあたり、「ぐるっと生瀬」運行協議会による公募型プロポーザル方式にて

運行事業者を選定 

※地域内フィーダー系統の補足（要綱別表７のハ） 

  ・鉄道駅(JR 生瀬駅、JR・阪急宝塚駅)及び阪急バス株式会社が運行する路線のバス停留所に接続 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

  西宮市から運行事業者への補助金額については、運行経費から運行収入及び国庫補助金を差し引

いた差額分を負担することとしている。 

 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

阪急タクシー株式会社 

 



７．補助を受けようとする系統等に係る利用状況等の継続的な測定方法 

  【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

該当なし（補助対象事業者が活性化法法定協議会ではないため） 

８．地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組を行う場合であって、当該取組内容、実施主体、

定量的な効果目標、実施時期及びその他特記事項 

  【地域間幹線系統のみ】 

  該当なし（地域内フィーダー系統のため） 

９．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３回以上で

足りると認めた系統の概要 

  【地域間幹線系統のみ】 

  該当なし（地域内フィーダー系統のため） 

10．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整

備されている」と認めた市町村の一覧 

  【地域間幹線系統のみ】 

  該当なし（地域内フィーダー系統のため） 

11．外客来訪促進計画との整合性 

  【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

  該当なし（外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第５条に定める外

客来訪促進計画未策定のため） 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

  【地域内フィーダー系統のみ】 

  地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

  【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし（平成 27年に購入した車両に対する補助は令和２年度事業で終了） 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

  【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

  該当なし（平成 27 年に購入した車両に対する補助は令和２年度事業で終了） 

（２）事業の効果 

  該当なし（平成 27 年に購入した車両に対する補助は令和２年度事業で終了） 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者 

  【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

  該当なし（平成 27年に購入した車両に対する補助は令和２年度事業で終了） 

16．老朽車両の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の改善に係る計画 

  【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

17．協議会の開催状況と主な議論 

 

平成 26 年 1 月 21 日 

第１回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・コミュニティ交通検討に係る市の考え方を説明 

・第 1回有料試験運行※1の事業計画を報告 

平成 26 年 3 月 19 日 

第３回西宮市都市交通会議 
・第１回有料試験運行※1の途中経過を報告 

平成 26 年 9 月 19 日 

第２回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・第１回有料試験運行※1の結果を報告 

・第２回有料試験運行※2の事業計画を報告 



平成 27 年 3 月 27 日 

第５回西宮市都市交通会議 

 

・第２回有料試験運行※2の途中経過を報告 

平成 27 年 5 月 19 日 

第３回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・第２回有料試験運行※2の結果を報告 

・本格運行の事業計画に係る協議及び合意 

・地域内フィーダー系統確保維持計画（案）の報告 

平成 27 年 5 月 22 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・本格運行の事業計画について協議及び合意 

平成 27 年 6 月 9 日 

第４回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・平成 28 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

平成 27 年 8 月 3 日 

第５回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・本格運行の回数券に係る協議及び合意 

平成 27 年 8 月 20 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・本格運行の回数券に係る協議及び合意 

平成 28 年 2 月 1 日 

第７回西宮市都市交通会議 
・本格運行の途中経過を報告 

平成 28 年 5 月 25 日 

第６回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・事業計画の変更に係る合意 

・平成 29 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

平成 28 年 6 月 8 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・事業計画の変更に係る合意 

平成 28 年 12 月 20 日 

第７回西宮市都市交通会議 

地域公共交通会議 

・平成 28 年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

平成 29 年 1 月 11 日 

第８回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・平成 28 年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

平成 29 年 5 月 24 日 

第９回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・事業計画の変更に係る合意 

・平成 30 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

平成 29 年 6 月 14 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・事業計画の変更に係る合意 

平成 29 年 7 月 18 日 

第 10 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・平成 30 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更 

平成 29 年 12 月 25 日 

第 11 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・平成 29 年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

平成 30 年 6 月 1 日 

第 12 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・事業計画の変更に係る合意 

・平成 31 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

平成 30 年 6 月 5 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・事業計画の変更に係る合意 

平成 30 年 12 月 25 日 

第 13 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・平成 30 年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

令和元年 5月 20 日 

第 14 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・令和 2 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 



令和 2年 1月 10 日 

第 16 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・令和元年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

令和 2年 6月 23 日 

第 18 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・令和 3 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

令和 2年 7月 31 日 

第 19 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会 

・事業計画の変更に係る合意 

令和 2年 9月 28 日 

宝塚市地域公共交通会議 
・事業計画の変更に係る合意 

令和 3年 1月 7日 

第 20 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・令和 2 年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

令和 3年 3月 29 日 

第 22 回西宮市都市交通会議 

・事業計画の変更に係る合意 

・令和 3 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更 

令和 3年 4月 13 日 

宝塚市地域公共交通会議【書面】 
・事業計画の変更に係る合意 

令和 3年●月●日 

第 21 回西宮市都市交通会議 

地域公共交通分科会【書面】 

・事業計画の変更に係る合意 

・令和 3 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更 

・令和 4 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の策定 

令和 3年●月●日 

宝塚市地域公共交通会議【書面】 
・事業計画の変更に係る合意 

※1 平成 26 年 3 月 3 日～31 日（平日 20 日間）第 1 回有料試験運行を実施 

※2 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27年 3月 31 日（平日 119 日間）第２回有料試験運行を実施 

18．利用者等の意見の反映状況 

運行計画及び利用促進策は、地域住民等より構成する「ぐるっと生瀬」運行協議会において、協

議を重ね合意形成を図った。また、住民向けのアンケートの実施や、運行事業者から「ぐるっと生

瀬」運行協議会へ日々の利用者の声を報告するなど、随時、情報共有を図っている。 

  



19．協議会メンバーの構成員 

西宮市都市交通会議委員（●：地域公共交通分科会委員） 

住民又は利用者代表 
● 

● 

公募委員（2 名） 

西宮コミュニティ協会 副理事長 

都市交通に関する有

識者 

● 

● 

● 

一般社団法人グローカル交流推進機構 理事長 

愛媛大学社会共創学部 教授 

有識者（コンサルタント） 

公共交通事業者又は

その指名する者 

 

 

 

● 

● 

● 

西日本旅客鉄道株式会社 企画課長 

阪急電鉄株式会社 交通プロジェクト推進部長 

阪神電気鉄道株式会社 工務部長 

阪急バス株式会社 営業企画部長 

阪神バス株式会社 経営企画部長 

みなと観光バス株式会社 代表取締役 

公共交通事業者関係

団体の職員又はその

指名する者 

● 

● 

● 

兵庫県交通運輸産業労働組合協議会 阪神地域協議会議長 

公益社団法人兵庫県バス協会 専務理事 

一般社団法人兵庫県タクシー協会 副会長 

道路管理者又はその

指名する者 

● 

● 

● 

国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所 計画課長 

兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所 道路第２課長 

西宮市土木局 道路部長 

公安委員会の長又は

その指名する者 

● 

● 

兵庫県西宮警察署 交通第一課長 

兵庫県甲子園警察署 交通課長 

地方運輸局長又はそ

の指名する者 
● 国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送部門 首席運輸企画専門官 

関係行政機関の職員 

 

 

● 

 

● 

国土交通省近畿運輸局交通政策部 交通企画課長 

国土交通省近畿地方整備局建政部 都市整備課長 

兵庫県県土整備部県土企画局 交通政策課長 

兵庫県県土整備部土木局道路街路課 街路担当参事 

兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所 所長補佐(企画調整担当) 

西宮市職員 ● 西宮市政策局 都市計画部長 

西宮市長  西宮市長 
 

 


